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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

第１ 中期目標の期間 

機構の本中期目標の期間は、平成１

７年１０月１日から平成２６年３月３

１日までの８年６月間とする。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

独立行政法人として設立する趣旨を

十分に踏まえ、機構に期待される社会

的使命を果たすことができるよう、効

率的な業務運営体制を確立するととも

に、併せて業務管理の充実を図ること。 

 

 

 

１ 効率的な業務運営体制の確立 

組織編成・人員配置については、民

間の知見を最大限活用できる体制を採

りつつ、自ら業績評価を行って見直し

を図り、常に実情に即した効率的な業

務運営体制を確立すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 

独立行政法人として設立する趣旨を

十分に踏まえ、機構に期待される社会

的使命を果たすことができるよう、効

率的な業務運営体制を確立するととも

に、併せて業務管理の充実を図る。 

 

 

１ 効率的な業務運営体制の確立 

施設譲渡又は廃止が進む過程におい

て､業務遂行上必要な組織編成及び人

員配置が変化することが想定されるた

め､専門家の知見を最大限活用できる

体制を維持しつつ、常に、業務の外部

委託も含め、必要な見直しを行い、実

情に即した効率的な業務運営体制を確

立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構設立初年度である平成 17 年度末の組織体制は、施設譲渡

の企画・開発、入札・売却に主眼をおいたものであったが、そ

の後の各年度において、実情に即した効率的な業務運営体制と

なるよう、常に必要な見直しを行ってきた。平成 23 年 6 月に成

立した、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一

部を改正する法律」（平成 23 年法律第 73 号）により、当機構は

平成 26年 4 月に独立行政法人地域医療機能推進機構に改組され

ることになったことから、平成 24 年度以降は、新機構設立に向

けた準備作業が主な業務となった。このため、平成 24 年 4 月、

金融機関出身の理事長に替わって、地域医療に取り組んできた

現理事長が着任し、譲渡に係る様々な業務を主たる業務とした

施設部を廃止する一方、病院運営の準備及び組織文化の異なる

公益法人 3 団体が運営する社会保険病院・厚生年金病院・船員

保険病院を、独立行政法人に相応しい統一的な制度の下に移行

すべく、地域医療機能推進機構準備室を立ち上げ、各団体との

高度な折衝や調整を行えるような体制とした。さらに、平成 25

年度においても、地域医療機能推進機構準備室の体制を強化し、

平成 26年 4 月の改組に向けた準備を迅速かつ適切に行っている
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（１）必要に応じ、入札物件情報の作

成、入札案内の作成、入札手続等の業

務について外部委託を行う。 

 

ところである。 

 

平成 17 年度末の組織体制   平成 24 年度末の組織体制 

・ 理 事 長  １名     ・ 理 事 長  １名 

・ 総 務 部  ８名     ・ 審 議 役  １名 

・ 企 画 部  ８名     ・ 総 務 部  ７名 

・ 施 設 部  ９名     ・ 企 画 部  ４名 

・ 業務推進部  ４名     ・ 財産管理部  ５名 

・ 管 理 部  ６名     ・ 地域医療機 

能推進機構 

準備室    ６名 

合   計 ３６名       合   計 ２４名 

  

【主な見直し】 

出身職種 平成 17 年度末 平成 24 年度末 

金融機関 １２名 ４名 

不動産会社 ４名 ２名 

建設会社 ５名 １名 

厚生労働省 １０名 １３名 

その他 ５名 ４名 

合   計 ３６名 ２４名 

 

資格取得者 平成 17 年度末 平成 24 年度末 

医師 ０名 １名 

宅建建物取引主任者 ９名 ４名 

特別管理産業廃棄物

管理責任者 

０名 １名 

 

 

・機構設立当初から、効率的な組織運営を図るため、積極的に

外部委託を行い、外部の専門的知見を活かす方針を取った。 

年金福祉施設等の譲渡のための総合アドバイザー業務、事業

デューデリジェンス業務、不動産売却業務の一部（入札物件情

報の作成、入札案内の作成等）等の委託を行い、売却業務委託
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また、施設が譲渡又は廃止されるまで

の間の施設運営については､公益法人

等への委託により行うこと。 

なお、この場合の委託契約の内容は、

機構設立前に社会保険庁が委託してい

た公益法人との契約内容を基本とする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設が譲渡又は廃止されるまで

の間の施設運営については､公益法人

等への委託により行う。 

なお、この場合の委託契約の内容は、

機構設立前に社会保険庁が委託してい

た公益法人との契約内容を基本とす

る。 

業者に対しては、譲渡価格の上昇を図るため、売却価格に応じ

たインセンティブ方式の導入も実施した。 

平成20年度には社会保険病院等の出資準備の一環として全て

の社会保険病院等について、エンジニアリングレポート（建築

基準法、消防法等の遵守性や、修繕更新費用試算、再調達価格

試算、ＰＣＢ、アスベスト等の建築物有害物質含有調査など）

を作成するためのアドバイザーを外部委託したほか、設計図面

の収集業務、仕様書の作成業務等を外部委託により行った。 

・平成 21 年度以降には、社会保険病院等の整備工事実施に当た

り、整備案件の妥当性等の検証のためアドバイザー業務の外部

委託、当機構の資産を含めた実態ベースの合算貸借対照表及び

損益計算書等の財務諸表を作成するための財務調査（第 1・2 フ

ェーズ）を外部委託により実施した。 

・平成 24 年度には、新機構への改組に向けた移行準備の一環と

して、独立行政法人の形態にふさわしい透明性の高い運営と適

正な内部統制を確保する観点から、①運営を委託している病院

等についてＲＦＯ資産を含めた合算貸借対照表及び合算損益計

算書の作成、並びに新機構に改組された時点で想定される新機

構開始貸借対照表の作成 ②各病院等における現金、預金、医

業未収金等の各勘定が適切な内部統制のもとで管理されている

かについて財務及び内部統制調査（第 3 フェーズ）を外部委託

により実施した。 

・社会保険病院等の譲渡に際しては、不動産鑑定業務、入札補

助業務及び譲渡に係る病院事業の引き継ぎ支援業務について外

部委託を行い対応した。 

 

 

・施設が譲渡又は廃止されるまでの間の運営委託は、機構設立

前に社会保険庁が委託していた公益法人と、社会保険庁が契約

していた内容と基本的に同様の内容で委託契約を締結した。 

【平成 24 年度末の具体的な委託先】 

（社）全国社会保険協会連合会、（財）厚生年金事業振興団、（財） 

船員保険会、（社）地域医療振興協会、公立紀南病院組合 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

２ 業務管理の充実 

業務の計画的な推進を図るととも

に、継続的な業務改善やリスク管理の

徹底を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務管理の充実 

（１）業務の計画的推進を図るため､

進捗管理の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○データベース等による進捗管理 

・国から出資を受けた資産に関する情報の管理については、国

有物品台帳等については全て PDF 化し、データベースによる集

約管理を行っている。また、情報管理、物品管理、不動産管理、

施設情報管理、進捗管理及び実績管理等のデータベースを作成

し、業務に活用した。平成 22 年度から実施された財務調査につ

いてもその結果をデータベース化するなどし、厚生労働省、委

託先公益法人と共有し、地域医療機能推進機構への改組の進め

方等の議論にも活用した。また、平成 22 年度に実施した不動産

調査で作成されたデータベースについては、不動産支障の解消

の可否について検討し、順次実施する手段として活用された。 

 

○財務調査結果のデータベース化及びその活用 

・平成 23 年度において、平成 22 年度に実施した財務調査（第

1 フェーズ）と同等の会計基準に基づき、平成 21 年 3 月期及び

平成 23 年 3 月期の合算財務諸表を作成するとともに指標分析、

比較分析による個別病院の詳細分析を実施し、合算財務諸表及

び詳細分析結果をデータベース化した。（第 2 フェーズ） 

平成 24 年度には、新機構に改組された時点において想定される

新機構開始貸借対照表を作成するとともに、独立行政法人の形

態にふさわしい透明性の高い財務運営と適正な内部統制を確保

する観点から社会保険病院等に係る財務及び内部統制調査（第 3

フェーズ）を行った。 

 

 

○諸会議による進捗管理 

【～平成 24 年 10 月末】 

・業務の進捗に関しては、幹部会（月 2 回開催、構成員：理事

長、理事、監事、部長及び総務課長）及び役員会（月 1 回開催、

構成員：理事長、理事、監事）に主たる業務の進捗状況を定期

的に報告するほか、日常管理として理事長が主宰する原則毎朝
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（２）業務遂行において生じうる多様

な事業リスクを的確に把握・管理する。 

 

 

 

 

 

 

開催の業務打合会（参加者：理事長、施設部・調査部・管理部・

企画部所属員全員、総務課長等）においても適宜状況報告及び

進捗管理を行った。計画進捗のために何らかの方策が必要な事

項に関しては、適宜関係者で打合せを行い、方針を決定し対処

した。 

【平成 24 年 10 月～】 

・業務の進捗に関しては、役員会（原則月１回開催、構成員：

理事長、理事、監事）に主たる業務の進捗状況を定期的に報告

するほか、定例会議（週１回開催：全役職員）においても適宜

状況報告及び進捗管理を行っている。計画進捗のために何らか

の方策が必要な事項に関しては、適宜関係者で打合せを行い、

方針を決定し対処した。 

 

【役員会】                    

年度 H17 H18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 

回数 ７ 13 13 15 15 14 12 27 

※平成 17 年度は、6 ヶ月の実績 

 平成 24 年度は、役員会 7 回、定例会議 20 回の合計 

 

【幹部会】                    

年度 H17 H18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 

回数 12 21 21 21 21 22 21 9 

※平成 17 年度は、6 ヶ月の実績 

 平成 24 年 10 月以降は休止している。 

 

 

・多様な事業リスクに関しては、不適格入札者、談合、偽情報、

風評リスク、法規制変更リスク等であるが、これらの諸問題に

ついては、毎朝開催される業務打合せ会において全員で議論を

行い、その結果に基づき所管部署が対応した。 

・売却過程に発生するリスクに対応するため、機構設立当初に

特別顧問を 2 名設置し対応に当たり、平成 18 年度には特別顧問

を 4 名に増員した。 

・機構保有施設や機構以外の機関が保有する物件につき、機構
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を通じて優先譲受・随意契約ができる等の偽情報が流布されて

いるとの情報が寄せられ、これらの偽情報についてはホームペ

ージにおいて情報公開を行い、関係当局への情報提供により被

害発生防止を図った。 

平成 19 年度には、偽情報の増加等に対応するため、企画部に

上席調査役を設置して偽情報に対するリスク管理を強化すると

ともに、訴訟等法律問題に適切に対応するため法務文書課を設

置した。 

・平成 23 年度には、機構保有資産に関する運営委託先費用負担

による整備の実施等、経営委託契約に基づく当機構の承認案件

について、厚生労働省と連携し業務運営の改善について必要な

措置を求め、委託先公益法人は、「施設整備等に関するフローチ

ャート」の作成により手続きを明確化するなど必要な体制整備

を実施した。 

・平成 24 年度についても、偽情報が流布されているとの情報が

寄せられており、被害発生の抑止のため、当事者より詳細な事

情聴取を行うとともに、関係当局への情報提供を行うとともに

ホームページにおいて周知を図った。 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

３ 業務運営の効率化に伴う経費節減 

機構の業務運営に当たっては、年金

資金等の損失を最小化するという考え

方に立ち、機構の運営経費をできる限

り節減すること。 

 

（１）一般管理費（人件費を除く。）

については、中期目標期間の最終の事

業年度において、対平成１７年度比１

８％以上の額を節減すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「行政改革の重要方針」（平成

17 年12 月24 日閣議決定）を踏まえ、

的確な業務を執行する体制を維持しつ

つ、国家公務員に準じた人件費削減の

取組を行うこと。 

併せて、国家公務員の給与構造改革

を踏まえ、給与体系の見直しを進める

こと。 

さらに、総人件費については、政府

における総人件費削減の取組を踏ま

え、厳しく見直すこと。 

 

 

３ 業務運営の効率化に伴う経費節減 

業務運営に当たっては、年金資金等

の損失を最小化するという考え方に立

ち、運営経費をできる限り節減する。 

 

 

（１）一般管理費（人件費を除く。）に

ついては、効率的な執行に努め、中期

目標期間の最終の事業年度において、

対平成１７年度比１８％以上の額を節

減する。 

 

 

 

（２）業務経費については､費用対効果

を十分に踏まえた効率的な執行に努め

る。 

 

 

（３）「行政改革の重要方針」（平成 17 

年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、

的確な業務を執行する体制を維持しつ

つ、平成 25 年度末までに、平成 17 年

度に比べて 8％以上の人員の削減を行

う。 

また、国家公務員の給与構造改革を

踏まえて、役職員の給与について必要

な見直しを進める。 

さらに、総人件費については、政府

における総人件費削減の取組を踏ま

え、厳しく見直す。 

 

・一般管理費（人件費除く）の削減については、調達の必要性

や価格の妥当性の精査を行った上で、さらに価格交渉を行うな

どの取組みに努めた結果、平成 17 年度との比較で平成 24 年度

は 60％の削減を達成した。 

 

 

【一般管理費（人件費を除く）の推移】 

       （単位：百万円）                   

年度 H17 H18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 

金額 42 38 33 29 31 28 20 17 

※17 年度の金額は、決算額 86 百万円から初年度限りの経費 65

百万円を除いた金額 21 百万円を年換算（６ヶ月であったため、

２倍）して算出した。 

 

・毎年度、各種調達に当たっては、原則として一般競争入札と

し、一般競争入札になじまない一部の業務については企画競争

を行い、業務経費の効率的な執行に努めた。 

 

 

・各年度において、的確な業務を執行する体制を維持しつつ、

実情に即した効率的な業務運営体制となるよう、常に必要な見

直しを行ってきた結果、平成 24 年度末の常勤役職員数は 24 名

となり、基準人員（41 名）との比較で平成 24 年度は 41.5％の

削減をした。 

 

【常勤役職員数の推移】 

年度 H17 H18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 

人数 36 名 36 名 39 名 39 名 34 名 31 名 25 名 24 名 

基準人員（41 名） 

削減率（％） △12.2 △4.9 △4.9 △17.1 △24.4 △39.0 △41.5 

（参考：総人件費改革における当機構の基準人員数（定員）は、41 名（常勤役

員を含む）である。）  

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ｓ 

4.71 

 

 

Ｓ 

4.71 

 

 

Ａ 

4.42 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ａ 

4.42 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

4.43 
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（３）契約については、「独立行政法

人の契約状況の点検・見直しについて」

（平成21年11 月17 日閣議決定）に基

づく取組を着実に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）情報保護を徹底するため、情報

セキュリティ対策の充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）契約については、「独立行政法人

の契約状況の点検・見直しについて」

（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）に

基づく取組を着実に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）情報保護を徹底するため、情報

セキュリティ対策の充実を図る。 

 

 

 

 

また、役員及び職員の給与については、毎年度、国家公務員

の人事院勧告に準じて見直しを行い、「国家公務員の給与の改定

及び臨時特例に関する法律」（平成 24 年法律第 2 号）に基づく

措置も講じた。 

・また、国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について（平

成 24 年 8 月 7 日閣議決定）に基づき、平成 25 年 1 月から退職

日に応じて役職員の退職金の削減措置を講じている。 

 

 

 

・当機構においては、「独立行政法人の契約状況の点検・見直

しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）や「調達の適正

化について（依頼）」（平成 22 年 4 月 6 日厚生労働大臣通知）

等に基づく、契約監視委員会の設置、随意契約等見直し計画の

策定、一般競争入札の徹底等の各種取組みを着実に実施すると

ともに、入札執行及び契約審査に知見を有する外部顧問を設置

し、日常的に審査・指導を受けることのできる体制を整備して

いる。 

 

 

 

・施設譲渡に係る入札情報等の重要情報の紛失・漏洩を防止す

るため、ウイルス対策ソフトの導入、パソコン起動時のパスワ

ード設定等、情報セキュリティ対策の充実を図っているところ

である。 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

第３ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各施設の経営状況等の把握 

・機構設立当初には、譲渡業務促進のための総合アドバイザー

を設置し、全施設を対象に施設の現況調査、不動産調査を実施

し、その把握した各施設の状況をデータベースに集約し、譲渡

計画策定に活用した。 

・平成 20 年度の社会保険病院等の出資時鑑定評価に、建物の維

持管理コストを適切に反映させるために作成したエンジニアリ

ングレポートを活用し、各病院の老朽度等の状況を把握すると

ともに財務分析を行い経営状況等の把握に努めた。 

また、建物耐震診断、土壌汚染調査が必要と考えられる施設

全件の調査を実施し、譲渡に当たり、その結果を開示している。 

財務状況と老朽度に基づき26病院において施設整備計画を策

定し当機構による整備を実施した。 

一方、社会保険病院等が、引き続き地域医療に貢献できるよ

う、平成 22 年度及び平成 23 年度に財務調査（第 1・第 2 フェ

ーズ）を実施し、3 期分の合算財務諸表を作成、指標・比較分析

により詳細分析を実施した。これらの結果は厚生労働省、委託

先公益法人とも共有し、地域医療機能推進機構への改組の進め

方や改組後の施設運営等についての議論にも活用した。 

・平成 24 年度には、引き続き平成 24 年 3 月期の各病院等の財

務諸表を基に実施した財務調査（第 3 フェーズ）によりＲＦＯ

資産を含めた経営状況等を把握した。 

また、平成 24 年 4 月に出資された船員保険病院（3 病院）に

ついては、エンジニアリングレポートを作成し、各病院の状況

把握を行った。 

 

 

 

○機構の業務内容に関する地方公共団体への説明 

・機構の設立当初には、年金福祉施設が所在するすべての地方

公共団体に対して、機構が行う譲渡業務について関係書類を送

付し、地方公共団体の意向について書面によるアンケート調査

 

 

Ａ 

4.14 

 

 

Ａ 

4.14 

 

 

Ｓ 

4.71 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ｓ 

5.00 

 

 

Ｓ 

5.00 

 

 

Ａ 

4.28 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

4.48 
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を行った。未回答の地方公共団体については、年金福祉施設の

実査等の際に訪問のうえ、機構業務の説明を実施するとともに、

回答のあった地方公共団体についても必要に応じ機構業務につ

いての説明を行った。 

年金福祉施設の存続を希望する自治体に対しては、固定資産

税の免除又は一定期間の減免等の施設に対する支援策取り付け

による付加価値の拡大に努力した結果、譲渡完了時においては、

固定資産税減免、補助金の交付等の支援策を得た施設は 53 施設

となり、この内 46 施設については地方公共団体の意向に沿った

用途となっている。 

 

地方公共団体の支援等について 

  施設数 

地方公共団体が入札に参加して落札したもの 10 

地方公共団体による収用に機構が応じたもの 7 

固定資産税減免、補助金交付等の支援策を得たもの 53 

計 70 

 

・社会保険病院等の譲渡に関しても、病院等の所在地方公共団

体と連絡を密に行い、譲渡条件等について十分な協議を行って

いる。 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

１ 年金福祉施設等の譲渡又は廃止 

毎事業年度、年金福祉施設等の譲渡

の見通しを年度計画で示し、各事業年

度終了時に進捗状況を勘案して業績を

評価し、次事業年度以降の業務に反映

させること。 

また、譲渡後の施設の用途について

は、買受先及びその転売先等において、

公序良俗に反する使用等が行われるこ

とがないよう十分に配慮すること。 

社会保険病院、厚生年金病院及び船

員保険病院(これらに併設される介護

老人保健施設及び看護専門学校を含

む。以下「社会保険病院等」という。）

の譲渡等につい 

ては、地域医療の確保を図る観点も踏

まえた厚生労働省の方針を踏まえつ

つ、対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 年金福祉施設等の譲渡又は廃止 

毎事業年度、年金福祉施設等の譲渡

の見通しを年度計画で示し、各事業年

度終了時に進捗状況を勘案して業績を

評価し、次事業年度以降の業務に反映

させる。 

また、譲渡後の施設の用途について

は、買受先及びその転売先等において、

公序良俗に反する使用等が行われるこ

とがないよう十分に配慮する。 

社会保険病院、厚生年金病院及び船

員保険病院(これらに併設される介護

老人保健施設及び看護専門学校を含

む。以下「社会保険病院等」という。）

の譲渡等については、地域医療の確保

を図る観点も踏まえた厚生労働省の方

針を踏まえつつ、対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年金福祉施設 

・当機構設立当初に、年度別譲渡計画を立案し、テストマーケ

ティングを実施し、順次譲渡を実施した。 

年金福祉施設の譲渡にあたっては、官業から民業への橋渡し

というコンセプトを掲げ、極力現在の事業を継続していくこと

を前提に検討を進めた。民間事業として継続していく可能性を

可能な限り追求し、雇用に配慮しうる譲渡形態を目指すとの方

向性を明確にし、委託先公益法人に協力を求めてきた。 

・各事業年度毎に年度計画に掲げた譲渡に係る進捗状況を管理

することにより譲渡業務を促進し、平成 22 年 8 月 4 日をもって、

年金福祉施設全物件の売却を完了した。売却額合計は 2,185 億

円となり、売却原価比で+1,026 億円（188.5%）、出資価格比で

+184 億円（109.2%）となり、当機構が目標としてきた、「時価

を上回り売却すること」及び「出資価格を毀損しないこと」を

達成した。 

 

【平成 22 年度までの譲渡実績】               

【単位：百万円】 
譲
渡 
施
設
数 

譲
渡 
物
件
数 

売却額 

 
売却 
原価 

対比額 

売却 
原価比 

出資価格 
対比額 

出資 
価格比 

300 419 218,547 +102,584 188.5% +18,399 109.2% 

また、譲渡を完了した年金福祉施設全件について、譲渡後の

用途等を確認するために履行状況調査を実施し、全物件につい

て公序良俗に反する使用等は見られなかった。 

 

○社会保険病院等 

・社会保険病院等の譲渡については、厚生労働省の譲渡指示に

より、平成 21 年度には社会保険浜松病院（一般競争入札 4.7 億

円）、平成 22 年度には健康保険岡谷塩嶺病院（随意契約 0.2 億

円）、平成 23 年度には健康保険鳴門病院（看護専門学校を含む。

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ｓ 

5.00 

 

 

Ｓ 

4.71 

 

 

Ｓ 

4.85 

 

 

Ｓ 

5.00 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ａ 

3.85 

 

 

Ｓ 

4.53 
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（１）譲渡施設の選定及び譲渡時期 

各事業年度における譲渡施設の選定

に当たっては､各施設の経営実績、今後

の経営見通し及び建物の老朽度等を総

合的に勘案して行うものとし、機構が

策定する年度計画において定めるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）譲渡施設の選定及び譲渡時期 

① 各施設の状況について把握すると

ともに、年度ごとの譲渡施設数の見通

しを早急に立てる。 

② 各事業年度における譲渡施設の選

定に当たっては､各施設の経営実績、今

後の経営見通し及び建物の老朽度等を

総合的に勘案して行うものとし、年度

計画において定める。 

以下「健康保険鳴門病院等」という。）（随意契約 13.4 億円）、平

成 24 年度には川崎社会保険病院（老人保健施設を含む。以下「川

崎社会保険病院等」という。）（一般競争入札 60 億円）、東北厚

生年金病院（随意契約 7.6 億円）及び東京北社会保険病院（老人

保健施設を含む。以下「東京北社会保険病院等」という。）（随

意契約 38.2 億円）の譲渡が実施された。 

なお、東北厚生年金病院及び東京北社会保険病院等について

は、社会保険病院等の譲渡に係る厚生労働大臣通知が平成 24 年

8 月 14 日付で変更となり、①社会保険病院等の所在する都道府

県内の保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大

学を設置する者、②機構が単独で社会保険病院等の運営を委託

している者が譲渡を希望する場合には、地域医療の観点から適

当であると厚生労働大臣が認めた場合には、譲渡対象となる社

会保険病院として選定することとされたことに対する初めての

適用ケースとなり、厚生労働省から譲渡を希望する者（学校法

人東北薬科大学及び社団法人地域医療振興協会）について、意

見を求められ、譲受けの方針等の入念な分析等を行った上で、

譲渡対象とすることに支障がない旨回答を行い、前例のない譲

渡業務を地域医療を確保しつつ、的確に実施した。 

 また、厚生労働省からの譲渡指示のあった、社会保険鰍沢病

院（老人保健施設を含む。以下「社会保険鰍沢病院等」という。）

及び社会保険紀南病院についても譲渡を希望する者との譲渡条

件等の協議を開始した。 

 

 

 
【平成 24 年度までの譲渡実績（契約ベース）】 
                    【単位：百万円】 
譲
渡 
施
設
数 

譲
渡 
物
件
数 

売却額 

 
売却 
原価 

対比額 

売却 
原価比 

出資価格 
対比額 

出資 
価格比 

306 426 234,050 +108,552 186.5% +19,456 109.1% 

年金福祉施設の譲渡については、年度計画を定め実行し、平成
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また、譲渡する施設名、競争執行の

場所及び日時を官報で公告すること。

なお、公告時期については、委託先公

益法人等における清算業務や従業員の

雇用に配慮すること。 

 

 

 

（２）契約方法 

施設の譲渡に当たっては､公正で適

正な譲渡を行う観点から､一般競争入

札とすること。 

ただし、借地上にある施設について

土地所有者が建物の購入を希望する場

合は、随意契約により譲渡すること。 

 

 

 

 

 

 

（３）譲渡条件 

次の施設については、譲渡に当たり、

一定期間施設の中心的な機能を維持す

ることを譲渡条件とすること。なお、

施設の機能廃止が適当とされた施設に

ついては、この限りではないこと。 

① 地域医療に貢献している施設（社会

保険診療所、健康管理センター及び保

養ホーム） 

② 入居者に配慮すべき施設（終身利用

型老人ホーム及び長期入居型老人ホー

 

 

 

③ 譲渡する施設名、競争執行の場所及

び日時を官報で公告する。なお、公告

時期については、委託先公益法人等に

おける清算業務や従業員の雇用に配慮

する。 

 

 

 

（２）契約方法 

① 施設の譲渡に当たっては､公正で適

正な譲渡を行う観点から､一般競争入

札とする。 

② ただし、借地上にある施設について

土地所有者が建物の購入を希望する場

合は､随意契約により譲渡する。 

 

 

 

 

 

 

（３）譲渡条件 

次の施設については、譲渡に当たり、

一定期間施設の中心的な機能を維持す

ることを譲渡条件とする。なお、施設

の機能廃止が適当とされた施設につい

ては、この限りではない。 

① 地域医療に貢献している施設（社会

保険診療所、健康管理センター及び保

養ホーム） 

② 入居者に配慮すべき施設（終身利用

型老人ホーム及び長期入居型老人ホー

22 年度までに完了した。 

 

 

・譲渡する施設名、競争執行の場所及び日時については、官報

及び当機構ホームページにおいて広告した。広告時期について

は従業員の再就職活動にも十分に配慮した上で、委託先公益法

人と協議の上決定した。 

 

 

 

 

○年金福祉施設等 

・地方公共団体の収用に応じた 7 施設を除いて、すべて一般競

争入札により対応した。 

○社会保険病院等 

・厚生労働省の指示により随意契約となった 4 病院等（健康保

険岡谷塩嶺病院、健康保険鳴門病院等、東北厚生年金病院及び

東京北社会保険病院等）を除き、一般競争入札に付して対応し

た。（社会保険浜松病院及び川崎社会保険病院等） 

 

 

 

 

 

○年金福祉施設等 

・譲渡に当たり、一定期間施設の中心的な機能を維持すること

を条件とした譲渡については、以下の通りである。 

 
①健康管理センターについては、引渡し後 5 年間健康診査事業

を実施することを条件として 20 施設の譲渡を実施した。 
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ム） 

③ 同一都道府県内に代替施設がない

ことからその中心的な機能を維持する

ことが必要な施設であって、別表に掲

げるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ム） 

③ 同一都道府県内に代替施設がない

ことからその中心的な機能を維持する

ことが必要な施設であって、別表に掲

げるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②老人ホームについては、5 年間の機能維持に加えて、譲渡時点

の入居条件を 1 年間維持することを条件として、譲渡後に円滑

に事業が引き継げるように買受者との調整に努め、21 施設の譲

渡を実施した。 

また、終身利用老人ホームである厚生年金サンテール千葉に

ついては、委託先団体と入居者が入居時に締結した条件を承継

し、終身利用権を担保することを主な譲渡条件として平成 22 年

度に一般競争入札に付し、譲渡を行った。 

③サンピアさぬきについては、スケートリンクを 5 年間の維持

することを条件として一般競争入札を実施し、譲渡を行った。 

また、北海道厚年年金会館については、ホールの機能を 5 年

間維持することを条件として一般競争入札に付し、譲渡を行っ

た。 

 
○社会保険病院等 

・社会保険浜松病院 

社会保険浜松病院の譲渡条件については、所在地方公共団体で

ある静岡県及び浜松市より、譲渡後も維持されるべき医療機能

について意見を求めた上で設定した。 

（譲渡条件：①落札決定日から起算して 5 年を経過した日又は

移転用地の所有権が移転した日から起算して 3 年を経過した日

のいずれか早い日までに新病院を開設すること、②新病院の病

床数は開設時に 199 床以上とすることとし、開設後 2 年以内に

199 床以上を稼働させることなど。） 

・健康保険岡谷塩嶺病院 

健康保険岡谷塩嶺病院の譲渡条件については、所在地方公共団

体である長野県及び岡谷市より、譲渡条件等について意見を求

めた。 

（譲渡条件については、運営者である岡谷市に譲渡を行い、現

在岡谷市が運営する 2 病院の機能を統合することが決定してお

り、特に設定されなかった。） 

・健康保険鳴門病院等 

健康保険鳴門病院等の譲渡条件については、所在地方公共団体

である徳島市より、徳島県への譲渡後も維持されるべき医療機

能について意見を求めた上で設定した。 
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（４）譲渡価格 

施設の譲渡に当たっては、年金資金

等の損失を最小化する観点から、不動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）譲渡価格 

施設の譲渡に当たっては、年金資金

等の損失を最小化する観点から、不動

（譲渡条件：①救急医療、災害医療及び臨床研修をはじめとし

て、徳島県が地域医療について必要と認められる機能を承継す

ること、②看護専門学校を継続して運営することなど） 

・川崎社会保険病院等 

川崎社会保険病院等の譲渡条件については、所在地方公共団体

である神奈川県及び川崎市より、譲渡後も維持されるべき医療

機能について意見を求めた上で譲渡条件・要望・意見として整

理し、譲渡条件案を作成し、地元有識者で構成される川崎社会

保険病院譲渡検討委員会に諮問し、委員会の承認を得たうえで

譲渡条件を設定した。 

（譲渡条件：①譲渡後 2 年以内の早期に病床数 308 床を稼働さ

せること、②譲渡後 1 年以内に救急告示の認定を受けること、

③譲渡後も回復期リハビリテーション病床を稼働させることな

ど） 

・東北厚生年金病院 

東北厚生年金病院の譲渡条件については、所在地方公共団体で

ある宮城県及び仙台市より、譲渡後も維持されるべき医療機能

について意見を求めた上で譲渡条件を設定した。 

（譲渡条件：①一般病床 420 床、精神病床 46 床を維持すること、

②譲渡後も循環器科、整形外科、心臓血管外科、産婦人科、リ

ハビリテーション科、精神科を維持すること、③譲渡後も地域

医療支援病院の承認を受けることなど） 

・東京北社会保険病院等 

東京北社会保険病院等の譲渡条件については、所在地方公共団

体である東京都及び北区より、譲渡後も維持されるべき医療機

能について意見を求めた上で譲渡条件を設定した。 

（譲渡条件：①現在の 25 診療科の維持と整備後の 343 床を維持

すること、②譲渡後も小児科、内科、外科の休日・全夜間診察

（二次救急）を実施すること、③譲渡後も臨床研修病院の指定

を受け機能を維持することなど） 

 

 

・出資施設の適正な市場価格の把握のため、公募プロポーザル

により不動産鑑定業者を複数選定し、必要に応じて不動産の再

鑑定評価を実施できる体制とした。平成 19 年度以降は、入札参
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産鑑定評価の手法に基づき、適正な価

格の設定に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）譲渡の対価の支払方法 

施設の譲渡の対価の支払いは、即時

支払（施設の引渡しの日）とすること。 

ただし、施設の譲渡先が地方公共団

体の場合は、譲渡の対価の支払方法の

弾力化に配慮すること。 

 

 

 

（６）老人ホーム入居者への配慮 

老人ホームの譲渡又は廃止に当たって

は、入居者の新たな生活の場を確保す

る等、十分な配慮を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

（７）委託先公益法人等の従業員の雇

用への配慮 

施設の買受者に対する雇用の依頼

等、委託先公益法人等の従業員の雇用

に十分な配慮を行うこと。 

産鑑定評価の手法に基づき、適正な価

格の設定に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）譲渡の対価の支払方法 

施設の譲渡の対価の支払いは、即時

支払（施設の引渡しの日）とする。 

ただし、施設の譲渡先が地方公共団

体の場合は、譲渡の対価の支払方法の

弾力化に配慮する。 

 

 

 

（６）老人ホーム入居者への配慮 

老人ホームを譲渡又は廃止する場合に

は、入居者の新たな生活の場を確保す

る等、十分な配慮を行う。 

 

 

 

 

 

 

（７）委託先公益法人等の従業員の雇

用への配慮 

施設を譲渡する場合には､施設の買

受者に対し､委託先公益法人等の従業

員の雇用を依頼する。また、施設の譲

加者に価格の目安を示すとともに、当機構としての意思を入札

価格に反映させることを意図し、最低売却価格の全件開示に踏

み切った。最低売却価格については、不動産鑑定の手法に基づ

き当機構のマーケティングにより把握した市場動向を反映させ

ている。 

社会保険病院等の譲渡に関しても、直近の不動産鑑定評価を

取得した上で不動産鑑定評価の手法に基づき譲渡価格を設定し

た。 

 

 

 

・譲渡の対価の支払いは、原則として即時支払（施設の引渡し

の日）とし、地方公共団体へ売却した場合の 3 施設については、

議会決議を経る迄の間の仮契約での対応、分割払い（2 回）での

対応、契約保証金の免除等譲渡対価の支払い方法の弾力化に配

慮を行った。 

 

 

 

 

・老人ホームについては 5 年間の機能維持に加えて現在の入居

条件を 1 年間維持する条件を付加し、円滑に事業が引き継げる

ように買受者との調整に努めるなどの配慮を行った。 

・終身利用老人ホームである厚生年金サンテール千葉について

は、委託先団体と入居者が入居時に締結した条件を承継し、終

身利用権を担保することを譲渡条件として入札を行うなど十分

な配慮を行った。 

 

 

 

○年金福祉施設 

・施設の譲渡において、事業継続を前提として買受を検討して

いる者に対し、委託先公益法人等の従業員の再雇用の依頼を行

った。また、落札者が事業継続を予定している場合には、売買

契約締結時より買受者、委託先公益法人を含めた三者協議を開
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渡又は廃止に当たっては、当該施設の

譲渡又は廃止に関する情報を厚生労働

省職業安定局を通じて公共職業安定所

等に提供することにより、委託先公益

法人等が行う従業員の求職活動の支援

が適切に行われるよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

始し、委託先公益法人等の従業員の再雇用に向け、採用面接の

機会等を設定することに尽力した。 

・施設の廃止に当たっては、国が作成した雇用への配慮に関す

るスキームに基づき、厚生労働省職業安定局への情報提供を行

った。 

 

・平成 22 年度の譲渡完了時点では、譲渡時に事業を行っていた

施設の内 192 施設（74％）で事業が継続された。 

また、当該事業継続となった施設については、譲渡時に従業

員のいた施設のうち、一部採用も含め、187 施設（72％）にお

いて雇用が継続された。 

 

 
事業継続状況 施設数  

比 
譲渡時に事業を行っていた施設 258 100% 
 継続 192 74% 
 非継続(一部受皿有) 19 7% 
 非継続 47 18% 
 
廃止済 42         

雇用継続状況 施設数  
比 

譲渡時に従業員がいた施設 258 100% 
 継続 142 55% 
 一部採用 45 17% 
 非継続 71 28% 
 
廃止済 42  

 

○社会保険病院等 

・健康保険鳴門病院等 

当機構より買受者であり、所在地方公共団体でもある徳島県

に職員の雇用を依頼しており、原則として現職員全員を再雇用

する方針である旨回答があり、職員の継続雇用が確保された。 

・川崎社会保険病院等 

神奈川県より職員の継続雇用に配慮することが求められたこ

とから、同県の要望として当機構より全入札参加検討者に対し、

雇用への配慮を求め、買受者である医療法人は希望者全員に対
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（８）地方公共団体との相談 

施設の譲渡又は廃止に当たっては、

各施設が所在する地域の地方公共団体

と事前に相談を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）地方公共団体との相談 

施設の譲渡又は廃止に当たっては、

各施設が所在する地域の地方公共団体

と事前に相談を行うとともに、その結

果について、買受者を募る際に情報提

供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

し面接を実施した。 

・東北厚生年金病院 

所在地方公共団体である宮城県及び仙台市から職員の継続雇

用に配慮することが求められたことから、当機構において同県

及び同市の要望として学校法人東北薬科大学に対し依頼を行

い、希望者については継続雇用が確保された。 

 

 

 

・機構の設立当初には、年金福祉施設が所在するすべての地方

公共団体に対して、機構が行う譲渡業務について関係書類の送

付と、地方公共団体の意向について書面によるアンケート調査

を行い、要請のあった地方公共団体とは個別に面談を行った。  

その結果については買受希望者へ適切に開示し、その後は、

施設の存続を希望する自治体に対し、事業継続後の施設の固定

資産税の減免、補助金の交付等を要請した。また、既存不適格

となっている施設に係る土地の用途変更の要請、施設が事業継

続となった場合の施設利用に関する地方公共団体の支援表明な

どの要請も行った。その結果、地方公共団体が何らかの支援策

を講じた施設は、53 施設にのぼった。 

また、社会保険病院等の譲渡に際しては、所在地方公共団体

に対して、譲渡後も維持されるべき医療機能について意見を求

めた上で譲渡条件の設定を行っている。 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

２ 年金福祉施設等の運営及び資産価

値の保全 

（１）運営に当たっての基本方針 

年金福祉施設等の資産価値を保全

し、円滑かつ有益な譲渡を行うため、

効率的な経営及び効果的な運営に努め

ること。 

また、必要に応じ、年金福祉施設等

の資産価値を高めるための方策を講じ

ること。 

社会保険病院等については、地域の

医療体制を損なうことのないように配

慮すること。 

 

 

 

（２）施設の管理 

① 施設の管理については、適切な維持

管理に努めること。 

② 施設整備については、緊急災害時の

復旧等に必要なものについて、費用対

効果や機構全体の財務を総合的に勘案

し、必要最小限の措置を講じること。 

③ 施設機能の維持管理のためのその

他の整備を行う場合については、委託

先公益法人等の負担において行わせる

こと。 

 

 

 

 

 

２ 年金福祉施設等の運営及び資産価

値の保全 

（１）運営に当たっての基本方針 

年金福祉施設等の資産価値を保全

し、円滑かつ有益な譲渡を行うため、

効率的な経営及び効果的な運営を行

う。 

また、必要に応じ、年金福祉施設等

の資産価値を高めるための方策を講じ

る。 

社会保険病院等については、地域の

医療体制を損なうことのないように配

慮する。 

 

 

 

（２）施設の管理 

① 施設の管理については、適切な維持

管理に努める。 

② 緊急災害等による被害を受けた施

設や被保険者等の安全な利用等に支障

を生じるおそれのある施設の復旧等に

ついては､当該施設の経営状況、費用対

効果及び機構全体の財務を総合的に勘

案し､必要最小限の措置を講じる。 

③ 施設機能の維持管理のためのその

他の整備を行う場合については、委託

契約において定めることにより、委託

先公益法人等の負担において行わせ

る。 

 

 

・従前、公共施設の譲渡においては行われていなかった経営改

善可能性の情報、不動産支障の解決、劣化機能の改善、廃止施

設の維持管理等、各種の対策を幅広く実施した。 

また、譲渡対象施設敷地内の支障への対応として、旧法定外

の公共物（いわゆる赤道といわれる里道）の購入、接道敷地の

購入、境界線の調整・確定、地上権の設定、土地交換、下水道

事業受益者負担金への対応、PCB 廃棄物の処分及び移動、アス

ベスト対策及び電波障害対策 等を行った。 

・平成 20 年度に社会保険病院等の施設整備についての基準を策

定し、平成 21 年度以降には、機能維持にかかる整備が不十分な

施設に対して、当機構負担により熱源更新、空調設備更新、外

壁改修及び屋上防水改修等の機能維持施設整備（21 病院を対

象）、耐震補強工事（5 病院を対象）を行った。 

 

 

 

 

①平成20年度にすべての社会保険病院等についてエンジニアリ

ングレポートの作成を委託により実施し、施設の維持管理に活

用した。 

②災害による被害、利用者の安全な利用に支障を生じる恐れの

あるもの及び法令等に抵触する恐れのあるもの並びに運営を停

止した施設にかかるものの整備について、当機構の負担により

実施した。平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災により大きな

被害を受けた仙台市内所在の病院に対しては、当座の病院機能

の復旧、患者・職員に対する安全確保の観点から、直ちに復旧

工事に着手した。 

③施設機能の維持管理のためのその他の整備を行う場合につい

ては、委託先公益法人等の負担において行わせた。 

 

 

 

 

 

Ｓ 

4.71 

 

 

Ａ 

3.86 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

4.28 

 

 

Ｓ 

4.71 

 

 

Ｓ 

4.71 

 

 

Ａ 

4.42 

 

 

Ａ 

4.34 
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（３）運営の停止等 

経営実績、経営見通し、建物の老朽

度等を総合的に勘案し、経営を継続す

ることが不適切と認められる施設につ

いては、早急に運営を停止すること。 

運営停止後の年金福祉施設等について

は､譲渡を行うまでの間、資産価値が減

じないよう適切な維持管理に努めるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運営の停止等 

経営実績、経営見通し、建物の老朽

度等を総合的に勘案し、経営を継続す

ることが不適切と認められる施設につ

いては、早急に運営を停止する。 

運営停止後の年金福祉施設等について

は､譲渡を行うまでの間、資産価値が減

じないよう適切な維持管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備件数・金額一覧】 

  

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 合計

件数 - 97 94 92 85 35 19 20 442

金額 - 1.8 1.0 1.8 2.4 2.7 0.6 0.3 10.6

件数 - 30 33 27 30 20 29 11 180

金額 - 4.3 1.4 34.8 91.3 305.0 339.0 40.0 815.8

RFOによる整備

委託先公益法人による整備

金額：億円

 

 

 

 

・運営を継続することが不適当と認められる施設については、

各年度の譲渡計画に織り込み、早期に売却に着手し、譲渡を開

始した。 

また、落札者決定以前に運営を停止した施設については、譲渡

を完了するまでの間、資産価値が減じないよう管理委託を実施

し、適切に維持管理を行った。 

 

 

【運営停止後に管理委託を実施した施設】 

社会保険東大阪健康づくりセンター、ちば社会保険センター、

国民年金保養センター源平荘、国民年金健康保養センターきつ

れがわ、国民年金保養センターもりおか、鹿児島厚生年金健康

福祉センターサンピアあいら、秋田厚生年金休暇センター、ロ

ッジｚａｏドッコ沼、国民年金健康保養センター阿多々羅、ペ

アーレ札幌、二子玉川スポーツセンター及び札幌健康づくりセ

ンター 
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（４）社会保険病院等 

社会保険病院等が引き続き地域医療

に貢献できるよう、病院の経営状況・

資産状況の把握等を通じ、適切な運営

に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）社会保険病院等 

社会保険病院等が引き続き地域医療

に貢献できるよう、病院の経営状況・

資産状況の把握等を通じ、適切な運営

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会保険病院等の財務諸表は、委託先公益法人毎・個別病院

毎に作成基準が異なっており、統一的な基準で把握する必要が

ある。 

一方、将来の建替え資金を捻出するためには、当機構保有資

産に係る減価償却費負担を個別病院毎の財務諸表において費用

認識する必要があることから、当機構保有資産の再調達原価に

基づき減価償却累計額・年間要償却額を算定する必要がある。 

このため、平成 22 年度、平成 23 年度には財務調査（第 1・2

フェーズ）を実施し、当機構資産を含めた実態ベースの合算財

務諸表を作成し、個別病院等の分析も実施した。 

・平成 24 年度には、新機構への改組に向けた移行準備の一環と

して、独立行政法人の形態にふさわしい透明性の高い運営と適

正な内部統制を確保する観点から、①運営を委託している病院

等についてＲＦＯ資産を含めた合算貸借対照表及び合算損益計

算書の作成、並びに新機構に改組された時点で想定される新機

構開始貸借対照表の作成 ②各病院等における現金、預金、医

業未収金等の各勘定が適切な内部統制のもとで管理されている

かについて財務及び内部統制調査（第 3 フェーズ）を行った。 

・すべての病院について機構の理事長と各病院の院長等による

ヒアリングを行い、機構のミッションの共有、新機構における

統一の制度設計移行への確認、病院運営の更な改善点等につい

て集中的に議論を行った。この結果は新機構の平成 26 年度事業

計画に反映させていく。 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

３ 買受需要の把握及び開拓 

譲渡対象施設に係る買受需要を把握

するとともに、多様な買受需要を開拓

するため、地方公共団体及び民間企業

等から広範に情報収集を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 買受需要の把握及び開拓 

譲渡対象施設に係る買受需要を把握

するとともに、多様な買受需要を開拓

するため、地方公共団体及び民間企業

等から広範に情報収集を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年金福祉施設 

・現存する建物とそこで働く人を活かすためには、年金福祉施

設の事業を継続することが有効である。 

・買受人の発掘を自ら行うことが、当機構の方針である。譲渡

に至るまでに買受希望者のマーケティング、購入用途別の入札

金額の把握、地方公共団体への支援策の依頼及び雇用継続見込

みの把握を行っている。また、地方公共団体、金融機関、ゼネ

コン及び地元の有力企業を訪問し、買受需要の開拓に関する情

報収集を行うなどして広く買受者の開拓を実施し、平成 22 年度

のすべての物件の譲渡完了時には、譲渡時に事業を行っていた

施設の内、192 施設（74％）において事業が継続された。 

事業継続状況 施設数 
  

比率 

譲渡時に事業を行っていた施設 258 100% 

 継続 192 74% 

 非継続（一部受皿有） 19 7% 

 非継続 47 18% 

○社会保険病院等 

・社会保険病院等の譲渡については、必要な体制を整備し、過

去に年金福祉施設の譲渡を通じて蓄積した民間のノウハウを最

大限生かし、所在地方公共団体及びアドバイザー等から情報を

入手しマーケティング対象リストを作成し、入念な準備を行っ

た上で入札を実施した。 

・社会保険病院等の譲渡に係る厚生労働大臣通知が、平成 24 年

8 月 14 日付で変更となり、①社会保険病院等の所在する都道府

県内の保険医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大

学を設置する者、②機構が単独で社会保険病院等の運営を委託

している者が譲渡を希望する場合には、地域医療の観点から適

当であると厚生労働大臣が認めた場合には、譲渡対象となる社

会保険病院として選定することとされた。 

平成 24 年度に譲渡を行った、東北厚生年金病院及び東京北社

 

 

Ａ 

4.29 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ａ 

4.14 

 

 

Ｓ 

4.85 

 

 

Ｓ 

5.00 

 

 

Ｓ 

4.85 

 

 

Ａ 

4.42 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ｓ 

4.52 
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会保険病院等の譲渡については、この初めてのケースへの対応

となり、譲渡を希望する者（学校法人東北薬科大学及び社団法

人地域医療振興協会）について、厚生労働省から意見を求めら

れ、譲受けの方針等の入念な分析等を行った上で、譲渡対象と

することに支障がない旨回答を行い、前例のない譲渡業務を、

地域医療が継続されることに配慮しつつ、的確に実施した。 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

４ 情報の提供 

（１）機構の運営状況に関する情報提

供 

機構の事業実績、財務状況等の運営状

況に関する情報を積極的に提供するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）譲渡の対象となる年金福祉施設

等に関する情報提供 

円滑かつ効率的な年金福祉施設等の譲

渡に資するため、譲渡する施設に関す

る 

情報、入札手続に関する情報及び入札

結果に係る情報を積極的に提供するこ

４ 情報の提供 

（１）機構の運営状況に関する情報提

供 

独立行政法人等の保有する情報の公開

に関する法律（平成１３年法律第１４

０号）第２２条の規定により､機構の運

営状況等に関し、概ね次の情報をホー

ムページ等に掲載する。 

① 組織に関する情報 

② 事業報告書等の業務に関する情報 

③ 貸借対照表、損益計算書等の財務に

関する情報 

④ 組織、業務及び財務についての評価

及び監査に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）譲渡の対象となる年金福祉施設

等に関する情報提供 

① 譲渡を予定する施設等に関する所

在地、地目、面積、用途地域等の情報

をホームページ等を活用し､広く国民

に周知する。 

② 入札に係る公告は官報掲載を行う

・当機構では、運営に関する情報を可能な限り開示し、透明性

の確保に努めている。 

・譲渡価格に関する内部情報・入札者情報以外は全て開示して

いる。 

・当機構のホームページで運営状況に関する以下の情報を掲載

し、継続的に情報提供を行った。 

  ①機構の目的、業務の概要 

  ②機構の組織概要 

  ③機構の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並び

に職員に対する給与及び退職手当の支給の基準 

  ④機構の中期目標、中期計画及び年度計画 

  ⑤機構の契約方法に関する定め 

  ⑥毎月の契約締結状況 

  ⑦四半期ごとの公益法人への支出、広報経費、委託調査費、

タクシー代の支出 

・新機構へ改組されることになったことに伴い、平成 24 年度に

は、ホームページの一部改訂を実施し、新機構への改組につい

て、移行に係る経緯及び理事長からのメッセージ等を掲載した。 

・社会保険病院等に係る財務及び内部統制調査（第 3 フェーズ）

の結果について国民への説明責任及び透明性の確保の観点か

ら、厚生労働省と共に平成 24 年 12 月に中間報告、平成 25 年 3

月には全体報告を厚生労働省記者クラブにおいて発表し、同時

にホームページにおいても周知した。これらの内容はテレビ、

一般紙、業界紙等に多数取り上げられた。 

 

・ホームページを最大限に活用し、譲渡予定施設の概況等の情

報提供を行った。入札情報については官報に掲載し、併せてホ

ームページで周知した。平成 18 年度以降はホームページの改訂

を行った。譲渡価格に係る内部情報・入札者情報以外は、透明

性確保の観点から情報はすべて開示としている。 

・落札者名についても機構が定めた公開基準に則り、買い受け

者の同意が得られたものはホームページに掲載した。なお、平

 

 

Ａ 

3.86 

 

 

Ａ 

3.86 

 

 

Ａ 

4.14 

 

 

Ａ 

3.85 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ａ 

4.28 

 

 

Ａ 

4.28 

 

 

Ａ 

4.11 
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と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）年金福祉施設等の運営に関する

情報提供 

施設に係る収支状況、利用状況等に

関する情報を積極的に提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とともに、併せてホームページ等を活

用し､周知を図る。 

③ 入札結果に係る情報の公開につい

ては､公開基準を設け､買受者の合意が

得られたものをホームページ等に掲載

する。 

④ 施設の譲渡手法に係る外部からの

照会等に対して積極的に情報提供を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）年金福祉施設等の運営に関する

情報提供 

施設に係る収支状況、利用状況等を

ホームページ等により広く国民に周知

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 19 年 12 月以降は、所有権移転登記後は原則として開示とし

た。 

・平成 20 年度より、ホームページを施設譲渡情報、調達情報、

プレスリリース及び機構についての 4 区分とした。施設譲渡情

報には、施設本体と宿舎を分別して掲載した。 

・健康保険鳴門病院等の売買契約については、契約締結後にホ

ームページに掲載し、徳島県庁において記者レクを実施した。 

 川崎社会保険病院等については、官報、ホームページに加え

て、川崎市役所記者クラブへの情報提供を行った。 

・東北厚生年金病院及び東京北社会保険病院等の売買締結につ

いては、契約締結後にホームページに掲載した。 

・当機構で実施した公的資産売却に係るノウハウを整備し、必

要に応じて配布が可能な体制とした。国や独立行政法人より施

設の譲渡手法等について照会があり、原則として面談によりき

め細かな情報提供を実施した。 

 

年金福祉施設等の運営に関する情報提供に対するホームページ

へのアクセス状況は下記のとおりである。なお、平成 22 年度上

半期をもって年金福祉施設等の譲渡を完了したことから、平成

22 年度下半期以降のアクセス数は減少している。 
 

期 自 至 月数 訪問者 ページ ヒット数 
18/上 18/6/1 18/9/30 4 21,634 230,401 901,228 
18/下 18/10/1 19/3/31 6 28,842 298,657 1,215,911 
19/上 19/4/1 19/9/30 6 38,960 377,283 1,482,301 
19/下 19/10/1 20/3/31 6 37,065 384,660 1,500,645 
20/上 20/4/1 20/9/30 6 42,158 398,933 1,724,214 
20/下 20/10/1 21/3/31 6 38,814 286,851 1,617,283 
21/上 21/4/1 21/9/30 6 41,329 249,270 1,670,521 
21/下 21/10/1 22/3/31 6 44,825 216,308 1,319,229 
22/上 22/4/1 22/9/30 6 38,822 187,610 1,012,659 
22/下 22/10/1 23/3/31 6 22,672 113,951 496,353 
23/上 23/4/1 23/9/30 6 19,611 111,960 487,087 
23/下 23/10/1 24/3/31 6 20,532 117,089 507,823 
24/上 24/4/1 24/9/30 6 20,395 100,812 406,085 
24/下 24/10/1 25/3/31 6 18,683 91,003 365,461 
※ 全ての計数は、月平均である。 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

５ 新機構への改組に向けた準備 

新機構への改組に向けて、新機構が

その業務を的確に遂行できるよう、必

要な準備を適切に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 新機構への改組に向けた準備 

新機構への改組に向けて、新機構が

その業務を的確に遂行できるよう、必

要な準備を適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○準備体制の立ち上げ 

・新機構への改組を見据え、平成 24 年 4 月、金融機関出身の理

事長に替わって現理事長が着任し、新たに地域医療機能推進機

構準備室も設置され、新体制の下、新機構への本格的な改組準

備が始まった。 

○改組に当たっての基本姿勢 

 改組に当たっては以下の点を示しながら準備を進めてきた。 

①新機構の使命 

・公的医療機関として、未だ満たされていない地域医療のニー

ズに応え、地域医療のミスマッチの解消に資すること 

②新機構における在るべき組織運営の姿 

１）委託先３団体の異なる歴史、組織文化、ガバナンス、人

事・給与制度等を乗り越え、一体感のある組織作りを行う

必要 

２）国からの運営費交付金はなく、財政的に自立した病院運

営を行う必要 

３）独法として社会への説明責任、透明性が一層求められる

という認識 

○改組に当たっての困難な状況 

・病院の約８割を占める全社連グループについては、給与・賞

与の水準についても各病院が独自に定めており、独立行政法人

化に当たっては、他の独立行政法人の水準等も踏まえた統一の

水準に切り替えることが必要となるが、これまで通りの病院運

営を求める声もあり、調整に大きな困難と時間を要している。 

・財務調査（第３フェーズ）を行った結果、全社連病院には財

務及び内部統制に関し重大な問題点が明らかとなった。過去の

誤った決算を修正する決算修正の内容の検証、独法移行までに

独法水準まで財務及び内部統制の水準の引き上げ等、相当な作

業が必要であることが明らかとなった。 

・改組に向けた準備作業において、以上のような問題点が明ら

かとなったが、平成 26 年 4 月に新機構に移行できるよう、鋭意

検討を進め、以下に述べるような新機構の運営方針を確定させ

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

 

Ｓ 

4.57 
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てきた。 

○院長会議等を通じた新機構の運営方針の確定 

院長会議等の各種の会議や委託先団体幹部との個別の打合せ

等で徹底的に議論を行い、新機構の運営方針を確定させてきた。 

①院長会議の実施 

・３団体の本部と全院長による会議を 4 月から計 6 回開催し、

新機構の使命など新機構の運営に係る重要事項を議論し、方針

を確定させてきた。 

②ビジョン具体化等に関するﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（ＷＧ）の実施〔平

成 24 年 6～7 月〕 

・新法人の運営方針等の策定に資するため、委託先団体、機構、

その他有識者からなるＷＧを立ち上げ、具体的検討事項につい

て議論を行い、方針をまとめた。 

③実務作業チームでの検討〔平成 24 年 8～12 月〕 

・改組に当たり必要となる資産の整理等の実務的な課題につい

て、委託先団体及び機構の実務担当者による実務作業チームを

立ち上げ、議論を行い、方針をまとめた。 

○個別病院のヒアリング 

・個別の病院の運営方針に関しては、すべての病院について機

構の理事長と各病院の院長等によるヒアリングを行い、機構の

ミッションの共有、新機構における統一の制度設計移行への確

認、病院運営の更なる改善点等について集中的に議論を行った。 

○財務及び内部統制調査（フェーズ 3）への対応 

・独立行政法人の形態にふさわしい透明性の高い財務運用と適

正な内部統制を確保する観点から、財務調査(第 3 フェーズ）を

行った。 

・全社連病院について財務・会計処理に関する重大な問題が明

らかになったことから、説明責任を果たすため、調査終了を待

たずに平成 24 年 12 月に中間公表を行った。 

・平成 25 年 3 月には、調査終了を踏まえ全体報告を行い、全体

報告においては、全社連病院について決算修正が必要であるこ

とを明らかにし、今後、機構としては、過去の誤った決算を修

正する決算修正の内容の検証、独法移行までに独法水準まで財

務及び内部統制の水準の引き上げに職員一丸となって取り組ん
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

本目標第２で定めた事項については、

経費の節減を見込んだ中期計画の予算

を作成し、当該予算による運営を行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 予算 別紙１のとおり 

２ 収支計画 別紙２のとおり 

３ 資金計画 別紙３のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 17 年度及び平成 23 年度を除き、予算額を上回る決算額

となっているが、不動産売却収入等の収入が計画を上回ってい

るためであり、一般管理費については、中期計画に基づく予算

を作成し、当該予算の範囲内で予算を執行している。 

 

 

 （単位：百万円） 

 予算額 決算額 

平成 17 年度 9,859 4,999 

平成 18 年度 30,148 31,504 

平成 19 年度 59,002 66,963 

平成 20 年度 86,978 96,898 

平成 21 年度 100,444 110,545 

平成 22 年度 104,238 118,244 

平成 23 年度 25,472 25,046 

平成 24 年度 28,737 29,113 

 

不動産等売却収入 予算額 決算額 

平成 17 年度 6,945 4,819 

平成 18 年度 25,738 27,147 

平成 19 年度 30,531 37,252 

平成 20 年度 42,905 51,933 

平成 21 年度 44,203 51,356 

平成 22 年度 41,629 49,630 

平成 23 年度 0 0 

平成 24 年度 5,444 0 

（注）不動産等売却収入は、平成 24 年度実績は０であるが、契

約による引渡時期がずれたためであり、平成 25 年４月１日に 3

病院分 8,088 百万円の不動産売等売却収入があった。 

 

 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ｓ 

4.86 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ｓ 

5.00 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ａ 

4.14 

 

 

Ａ 

3.57 

 

 

Ａ 

4.37 
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第４ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 166 百万円 

２ 想定される理由 

機構設立当初の運営経費等への対応 

 

 

 

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 

機構の主たる事務所が置かれる土地

及び建物についても譲渡することとす

る。 

 

 

第６ 剰余金の使途 

運営経費又は国庫納付金 

 

 

 

 

一般管理費 予算額 決算額 

平成 17 年度 149 148 

平成 18 年度 168 146 

平成 19 年度 168 136 

平成 20 年度 164 134 

平成 21 年度 163 134 

平成 22 年度 147 120 

平成 23 年度 147 108 

平成 24 年度 147 93 

※ 平成 17 年度の期間は 6 ヶ月である。 

 

 

 

 

・短期借入金は、初年度である平成 17 年度の 166 百万円のみで

ある。 

 

 

 

 

 

・重要な財産を譲渡し、又は担保に供したことはない。 

 

 

 

 

 

 

・初年度である平成 17 年度及び東日本大震災により被害を被っ

た病院の災害復旧経費を考慮した平成 23 年度を除き、国庫納付

を行い、納付額は予算額を上回っている。 
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 （単位：百万円） 

 予算額 決算額 

平成 17 年度 0 0 

平成 18 年度 0 1,288 

平成 19 年度 20,356 22,950 

平成 20 年度 33,462 40,319 

平成 21 年度 43,584 48,581 

平成 22 年度 51,578 89,178 

平成 23 年度 0 0 

平成 24 年度 0 3,085 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

第５ その他業務運営に関する重要事

項 

１ 人事に関する計画 

（１）方針 

職員の専門性を高め、その勤務成績を

考慮した人事評価を実施すること。 

 

 

 

 

（２）人員に関する指標 

常勤職員について、その職務能力を

向上させるとともに、中期目標期間中

に全体として効率化を図りつつ、常勤

職員数の抑制を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

１ 人事に関する計画 

（１）方針 

職員の専門性を高め、その勤務成績を

考慮した人事評価を実施する。 

 

 

 

 

（２）人員に関する指標 

常勤職員について、その職務能力を

向上させるとともに、中期目標期間中

に全体として効率化を図りつつ、常勤

職員数の抑制を図る。 

（期末の常勤職員数は期初を上回らな

い） 

２ 施設及び設備に関する計画 

該当なし 

 

 

 

 

 

・平成 18 年度より、一般職員については、実績評価と能力評価

による評価、譲渡専門員については、民間に準じ成果主義に基

づく実績評価を行うことで、職員の専門性を高め、その勤務成

績を考慮した人事評価を行っている。 

 

 

 

・各年度において、的確な業務を執行する体制を維持しつつ、

実情に即した効率的な業務運営体制となるよう、常に必要な見

直しを行ってきた結果、平成 24 年度末の常勤役職員数は 24 名

となり、基準人員（41 名）との比較で平成 24 年度は 41.5％の

削減をした。 

 

常勤役職員数の推移  

年度 H17 H18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 

人数 36 名 36 名 39 名 39 名 34 名 31 名 25 名 24 名 

基準人員（41 名） 

削減率（％） △12.2 △4.9 △4.9 △17.1 △24.4 △39.0 △41.5 
 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

3.85 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ｓ 

4.57 

 

 

Ｓ 

4.85 

 

 

Ａ 

4.28 

 

 

Ａ 

4.16 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

２ 国庫納付金の納付に関する事項 

国庫納付金の納付については、決算

結了後、速やかに納付すること。 

 

 

 

 

 

３ その他中期目標を達成するために

必要な事項 

（１）国庫納付金については､譲渡収入

から厚生労働大臣が定める額を控除し

て､なお残余がある場合に行うことと

されており､決算時に額の確定を行い､

決算結了後できるだけ速やかに納付す

る。 

 

 

 

 

・初年度である平成 17 年度及び東日本大震災により被害を被っ

た病院の災害復旧経費を考慮した平成 23 年度を除き、国庫納付

を行い、納付額は予算額を上回っている。 

・国庫納付金の納付については、決算結了後、速やかに納付し

た。 

 

年度 予算額 

（百万円） 

決算額 

（百万円） 

納付年月日 

平成17年度 0 0 － 

平成18年度 0 1,288 平成 18 年９月 15 日 

平成19年度 20,356 22,950 平成 19 年９月 25 日 

平成20年度 33,462 40,319 平成 20 年９月 22 日 

平成21年度 43,584 48,581 平成 21 年９月 24 日 

平成22年度 51,578 89,178 平成 22 年９月 24 日 

平成23年度 0 0 － 

平成24年度 0 3,085 平成 24 年９月 26 日 
 

 

 

Ａ 

3.86 

 

 

Ａ 

4.14 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ａ 

3.85 

 

 

Ａ 

4.14 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ａ 

3.85 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ａ 

3.87 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

３ 外部の有識者からなる機関に関す

る事項 

各施設の具体的な譲渡方法について

は､機構において設置する外部の有識

者からなる機関の意見を聴いて定める

こと。 

 

 

 

２）各施設の具体的な譲渡方法につい

ては、外部の有識者からなる機関を設

置し、 

その意見を聴いて定める。 

 

 

 

・機構の譲渡業務の遂行に当たって、外部の有識者の意見を聴

くため、譲渡業務諮問委員会を設置し、機構の理事長の求めに

応じ個別資産の具体的な譲渡方法を含めた年金福祉施設等の譲

渡に関すること、社会保険病院等の運営又は管理に関すること

（機構負担による施設整備、東日本大震災被災病院の整備状況

等）について審議を行っている。 

譲渡業務諮問委員会については、機構の業務内容の変化に応

じて適宜実施した。また、審議内容はホームページで公表して

いる。 

 

【譲渡業務諮問委員会開催回数】 

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

2 5 4 5 3 3 4 1 

※平成 17 年度は、6 ヶ月の実績 

 

・社会保険病院等の譲渡に係る厚生労働大臣通知が、平成 24 年

8 月 14 日付で変更となり、 

①社会保険病院等の所在する都道府県内の保険医療に関する

教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する者 

②機構が単独で社会保険病院等の運営を委託している者 

が譲渡を希望する場合には、地域医療の観点から適当である

と厚生労働大臣が認めた場合には、譲渡対象となる社会保険病

院として選定することとされた。 

譲渡業務諮問委員会では、東北厚生年金病院及び東京北社会

保険病院等の随意契約による譲渡における予定価格設定プロセ

スについて審議を行い、承認された。 

 

 

 

Ａ 

4.29 

 

 

Ａ 

4.43 

 

 

Ａ 

3.86 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ｂ 

3.28 

 

 

Ａ 

3.98 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

４ 機構の保有する個人情報の保護に

関する事項 

機構は、保有する個人情報の保護に

関する規程を設け、保有個人情報の漏

えい、滅失又はき損の防止その他保有

個人情報の適切な管理に努めること。 

 

（３）保有する個人情報の保護に関す

る規程を設け、保有個人情報の漏えい、

滅失又はき損の防止その他保有個人情

報の適切な管理に努める。 

 

・保有する個人情報の保護に適切に対応するため、平成 19 年度

に法務文書課を設置し、適切な管理に努めている。 

また、新規採用職員に対し、保有する個人情報の保護に関す

る規程等の職員研修を行うとともに、当該規程に基づき、より

一層の保有個人情報の適切な管理を行った。また、個人情報担

当者が、総務省の研修会に参加する等、知識の向上に努めた。 

・個人情報保護に関し、対処すべき問題は起きていない。 

 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ａ 

3.86 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ａ 

4.00 

 

 

Ａ 

3.85 

 

 

Ａ 

3.71 

 

 

Ａ 

3.57 

 

 

Ａ 

3.77 
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中期目標 中期計画 暫定評価期間（平成 17 年～24 年度）の実績報告 
事業年度評価結果 暫定評価 

期間の評価 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

５ 終身利用型老人ホームの譲渡に当

たっては、厚生労働省及び社会保険庁

において、設置時の趣旨及び終身利用

という事情を踏まえ、適切な結論を得

ることとしており、その結論を踏まえ、

対応すること。 

 

４）終身利用型老人ホームの譲渡に当

たっては、厚生労働省及び社会保険庁

における検討結果を踏まえ、対応する。 

・厚生労働大臣の指示により、終身利用型老人ホームの入居者

が、入居時に締結した条件を継承し、将来に亘って生活を行う

ことに配慮するために、企画競争にてアドバイザリーを選定し、

不動産調査及び事業調査を実施した。 

・入居者の終身利用権を保護するため、次の 3 点を譲渡条件と

して付して譲渡を行うこととし、入居者への説明会を開催した。 

①入居者が入居の際に委託先公益法人と締結している入居契

約上の地位を買受者が承継すること。 

②管理費等の水準を 1 年間維持すること。 

③未償却の入居一時金を、入居者への返還義務を付して継承

すること 

・入札参加資格については、介護付き有料老人ホーム等を運営

している法人に限定し、平成 22 年 7 月 22 日に入札に付し、買

受者に対し、9 月 30 日で引渡しを完了した。 

・なお、買受者が承継した入居一時金が適正に使用されている

かなどについて、定期的な確認を実施しており、現状、問題は

生じていない。 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

Ｓ 

4.85 

 

 

Ｓ 

5.00 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

Ｓ 

4.93 
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